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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１９日 ０３時５３分ごろ 

発生場所 広島県呉市音戸
お ん ど

ノ瀬戸 

 呉市所在の音戸灯台から真方位１１６°１７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.９′ 東経１３２°３２.３′） 

事故調査の経過  平成２５年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十二大宝
たいほう

丸、１６トン 

ＨＳ２－３２８７（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.２０ｍ（Lr）×４.３２ｍ×１.５８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８４６kＷ、平成１５年１１月１５日 

Ｂ 漁船 弘美
ひ ろ み

丸、１.７トン 

   ＨＳ３－２８９６８（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.５０ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５９

年９月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 平成１２年１０月３０日 

    免許証交付日 平成２２年１０月２２日 

           （平成２７年１０月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５４年９月２７日 

    免許証交付日 平成２５年１月３１日 

           （平成３０年７月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に破損、右舷船首から右舷船尾にかけて擦過傷及び亀

裂、右舷船首部の網揚げローラーを脱落 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、他の漁船の乗組員１１人を乗せ、

音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖を約２７ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で手動操舵により、音戸ノ瀬戸に向けて右回頭しながら

航行した。 

 船長Ａは、深夜に音戸ノ瀬戸を通航する船舶はいないものと思い、減

速せずに航行中、平成２５年７月１９日０３時５３分ごろ、音戸灯台

から真方位１１６°１７０ｍ付近において、Ａ船の左舷船首部とＢ船

の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、三軒屋ノ鼻沖を約２～３kn の速

力で手動操舵により、揚網しながら南南西進した。 

 船長Ｂは、周囲を見ながら、揚網作業を行っていたところ、Ａ船を後

方至近に認めたが、何もすることができず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ａ船は、海上保安庁に連絡した後、Ｂ船をえい
．．

航して音戸ノ瀬戸南

口所在の造船所に着いた。 

 船長Ｂは、Ａ船に救助された後、最寄りの桟橋から救急車で病院に

搬送され、肋骨及び骨盤を骨折し、胸部、臀
でん

部及び背部に打撲傷を負

った。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 なし 

 その他の事項 

 

 音戸ノ瀬戸は、呉市倉橋島北部と同市南部の半島との間にある水道

であり、幅が狭い（最狭部の幅が約６０ｍ）上に湾曲しているので、

三軒屋ノ鼻付近では前路の見通しが悪かった。 

 本事故発生場所付近には、照明設備がなかった。 

 Ａ船は、船首方に死角はなかった。 

 Ａ船は、マスト灯、両舷灯及び船尾灯の灯火を表示していた。 

 船長Ａは、音戸ノ瀬戸を航行する場合、ふだん、減速して約１５kn

以下の速力で航行していたが、本事故当時、出航時刻が遅れたので、ふ

だんよりも速い速力で航行していた。 

 Ｂ船は、両色灯の灯火を表示し、船首甲板で作業灯を点灯していた

が、白色全周灯は故障していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖を右回頭しながら、音戸ノ

瀬戸に向けて航行中、船長Ａが、深夜に音戸ノ瀬戸を通航する船舶は

いないものと思い、三軒屋ノ鼻で前路の見通しが遮られる状況で航行を

続けたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突した可能性があると考

えられる。 
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 Ｂ船は、三軒屋ノ鼻沖を揚網しながら南南西進中、同鼻に遮られ、

Ａ船が至近に接近して気付いたことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ｂは、周囲を見ながら揚網作業を行っていたが、Ａ船が至近に

接近して気付き、また、Ａ船が約２７kn の速力で航行していたことか

ら、避航措置をとる余裕がなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、音戸ノ瀬戸北口の三軒屋ノ鼻沖において、Ａ船

が、右回頭しながら、音戸ノ瀬戸に向けて航行中、Ｂ船が揚網しなが

ら南南西進中、船長Ａが、三軒屋ノ鼻で前路の見通しが遮られる状況で

航行を続けたため、Ｂ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生

した可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・狭水道において、前路の見通しが遮られる状況で航行する場合、他

船に接近して気付くことが予想されるので、十分に減速して航行

すること。 

 ・灯火が故障した場合、早期に修理又は新替えすること。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 
 


